
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

（

県

例

規

集

登

載

）

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

担

当

課

（

室

）

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

目

次

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

【

規

則

】

【

公

安

委

員

会

】

○

建

築

士

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

建

築

指

導

課

○

岡

山

県

建

築

基

準

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

〃

○

岡

山

県

警

察

国

有

物

品

管

理

規

則

の

一

部

を

改

警

察

本

部

会

計

課

す

る

規

則

正

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

岡

山

県

行

政

手

続

等

に

お

け

る

情

報

通

信

の

技

交

通

企

画

課

術

の

利

用

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

【

告

示

】

○

特

定

施

設

の

設

置

及

び

構

造

等

変

更

の

許

可

申

環

境

管

理

課

正

す

る

規

則

請

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

正

誤

】

○

漁

業

災

害

補

償

法

の

規

定

に

よ

る

同

意

の

成

立

水

産

課

○

岡

山

県

収

入

証

紙

売

り

さ

ば

き

人

の

指

定

の

取

会

計

課

○

岡

山

県

行

政

組

織

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

総

務

学

事

課

消

し

則

の

正

誤

（

県

例

規

集

登

載

）

【

公

告

】

○

県

営

土

地

改

良

事

業

変

更

計

画

の

縦

覧

耕

地

課

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

【

人

事

委

員

会

】

○

期

末

手

当

及

び

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

人

事

委

員

会

部

を

改

正

す

る

規

則

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
一
号

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
岡
山
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
、
上
半
身
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
二
号

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
、
法
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号
」
を
「
、
法
第
五
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は

第
四
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号
」
を
「
第
五
十
五
条
第
四
項
各

号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
、
法

第
五
十
二
条
第
六
項
第
三
号
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
の
表
中
「
が
け
」
を
「
崖
」
に

「
勾
配
」
を

、
こ

う

「
勾
配
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
七
十
二
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
及
び
そ
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
の
概

要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
し
、
及
び
そ
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に

つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

ア
サ
ヒ
グ
ル

プ
食
品
株
式
会
社

ー

住
所

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
２
－
４
－
１

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

川
原

浩

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
ア
サ
ヒ
グ
ル

プ
食
品
株
式
会
社
岡
山
工
場
第
２
プ
ラ
ン
ト

ー

所
在
地

岡
山
県
浅
口
郡
里
庄
町
里
見

－
１

2
7
5
1
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 廃 止 廃 止 廃 止

３－ホ ２－ハ ３－ホ ３－ホ ３－ホ
水産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用 水産食料品製造業の用 水産食料品製造業の用 水産食料品製造業の用

種 類 に供する湯煮施設 に供する湯煮施設 に供する湯煮施設 に供する湯煮施設 に供する湯煮施設
(No.56) (No.57) (No.１) (No.24) (No.26)

能 力 400Ｌ／回 同左 310Ｌ／回 1,200Ｌ／回 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 － 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 － 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 － 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 連続16時間 連続24時間 連続16時間 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 通 常
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 8 12 4 6 8 12 3 4.5 4 6
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.0～8.0 5.0～8.0
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 4,000 6,000
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（mg／Ｌ） 1,300 2,000

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 550 900
同左 同左 同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） 70 120

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 600 800

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 100 150

大腸菌群数（個／㎤） － －

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 廃 止 変 更 前 変 更 後

２－ハ ３－ホ
畜産食料品製造業の用 水産食料品製造業の用

種 類 に供する湯煮施設 に供する湯煮施設 同左
(No.55) (No.９)

能 力 400Ｌ／回 600Ｌ／回 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 許可後直ちに － 許可後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続16時間 同左 連続24時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 4 6 5 8.5 12 19
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.0～8.0 5.0～8.0
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 4,000 6,000
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（mg／Ｌ） 1,300 2,000

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 550 900
同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） 70 120

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 600 800

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 100 150

大腸菌群数（個／㎤） － －

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 No.14 No.15

新 設 新 設
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 0 0

ｐ Ｈ －

ＢＯＤ（mg／Ｌ） － －

ＣＯＤ（mg／Ｌ） － －

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） － － 同左

油 分（mg／Ｌ） － －

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） － －

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） － －

大腸菌群数（個／㎤） － －

２ 縦覧の期間及び場所
(1) 期 間 令和５年２月17日から同年３月10日まで
(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び里庄町役場

令和５年２月１７日　岡山県公報　第１２４７３号



◎
岡
山
県
告
示
第
七
十
三
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同

意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

区
域

大
島
美
の
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

二

区
分

小
型
定
置
網
漁
業
を
営
む
漁
業
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◎
岡
山
県
告
示
第
七
十
四
号

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五

年
二
月
四
日
付
け
で
、
次
の
岡
山
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

売

り

さ

ば

き

人

売

り

さ

ば

き

場

所

名
称
及
び
代
表
者

所

在

地

の
氏
名

勝
田
郡
勝
央
町
平
二
二
九

植
月

三
男

勝
田
郡
勝
央
町
平
二
二
九

一

－
－

一
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〔

〕

（

）

、

六
五

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
（
集
落
基
盤
整
備

赤
磐
地
区

斗
有
水
路

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
関
係
書

）

類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
変
更
計
画
書

（
集
落
基
盤
整
備

赤
磐
地
区

斗
有
水
路

二

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
二
月
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

赤
磐
市
役
所
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〔
六
六
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

倉
敷
市
真
備
町
市
場

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
一
月
二
十
三
日 

終

了

年

月

日 
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〔
六
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
東
阿
曽
字
九
反
ケ
坪
一
九
二
八
―
一
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
門
田
一
三
七
五
ハ
イ
ツ
・
ミ
キ
一
〇
一
号
室 

熊
谷 

昌
二 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
九
号 

令和５年２月１７日　岡山県公報　第１２４７３号



〔
六
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
窪
木
字
西
ノ
鼻
八
八
一
―
九
、
八
八
一
―
一
〇 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
北
区
芳
賀
五
一
一
一
―
二
八 

Ａ
二
〇
三 

柴
田 

大
介 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
六
号 
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〔
六
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
東
阿
曽
字
東
後
田
一
四
九
四
―
一
、
一
四
九
四
―
一
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
西
中
新
田
五
〇
一
―
一
二
グ
ラ
ン
メ
ゾ
ン
渡
辺
Ｂ
二
〇
三 

秋
山 

卓
矢 

秋
山 

愛
子 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
二
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
二
号 

令和５年２月１７日　岡山県公報　第１２４７３号



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

吉

松

裕

子

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

）

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則

昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
十
五
以
上
百
分
の
二
百
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
以
上

百
分
の
二
百
」
に

「
百
分
の
百
五
十
一
以
上
百
分
の
二
百
五
十
」
を
「
百
分
の
百
四
十
六
以
上
百
分

、

の
二
百
四
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
三
・
五
以
上
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分

の
百
八
・
五
以
上
百
分
の
百
二
十
」
に

「
百
分
の
百
三
十
六
・
五
以
上
百
分
の
百
五
十
一
」
を
「
百

、

」

、

「

」

分
の
百
三
十
一
・
五
以
上
百
分
の
百
四
十
六

に
改
め

同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中

百
分
の
百
二

を
「
百
分
の
九
十
七
」
に

「
百
分
の
百
二
十
二
」
を
「
百
分
の
百
十
七
」
に
改
め
る
。

、

「

」

「

」

、「

」

第
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
中

百
分
の
五
十

を

百
分
の
四
十
七
・
五

に

百
分
の
六
十

を
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
号 

 

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
二
月
九
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

大 
 

林 
 

裕 
 

一 

 

表
老
人
ホ
ー
ム
の
項
中 

  

    

    

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
玉
野

山
田
荘 

 岡
山
県
西
部
地
区
養
護
老
人

ホ
ー
ム
組
合
敬
愛
園 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
玉
野

山
田
荘 

玉
野
市
山
田
三
二
七
五 

 笠
岡
市
神
島
外
浦
一
―
一 

玉
野
市
山
田
三
二
七
五 

 
 

 

 

「 「 

」 」 

を 

 

に
改
め
る
。 
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

岡
山
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
四
号
中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」

単
位

数
量

数
量

単
位

、

に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

、

、

備
考

摘
要

，
、

様
式
第
五
号
中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」

単
位

数
量

数
量

単
位

、

に

「

」
を
「

」
に
、

、

備
考

摘
要

「

,

゜

上
記
の
と
お
り

供
用
物
品
を
交
付
す
る
か
ら
受
領
さ
れ
た
い

年
月

日岡
山
県
警
察
本
部
長

を

物
品
供
用
員

殿

」

「

､

゜

上
記
の
と
お
り

供
用
物
品
を
交
付
す
る
か
ら
受
領
さ
れ
た
い

年
月

日

物
品
供
用
員

殿

岡
山
県
警
察
本
部
長

」

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

は
は

，
、

様
式
第
六
号
及
び
様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

、
に
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（第11条関係）様式第６号

第 号

年 月 日

供 用 物 品 受 領 書

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 数 量 単 位 摘 要

上記の供用物品を受領しました。

年 月 日

物 品 出 納 員

物 品 供 用 員

殿

物 品 供 用 員

令和５年２月１７日　岡山県公報　第１２４７３号



（第12条関係）様式第７号

物 品 使 用 書

所属 年 月 日現在

Ｎｏ 分類Ⅱ 細分類 大品目 品目 規格 構成品 物品番号 使用課・係 職員番号 使用者 供用年月日 使用開始年月日 保管場所 備 考

備考 この使用書は、物品供用員が保管し、必要に応じて一時的に使用させるものについては、作成しないことができる。
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様
式
第
八
号
中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」

単
位

数
量

数
量

単
位

、

に

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

、

，
、

様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（第14条関係）様式第９号

第 号

年 月 日

返 納 物 品 受 領 書

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 数 量 単 位 摘 要

上記の返納物品を受領しました。
物
品
供 年 月 日
用
簿 年
登 物 品 供 用 員
記 月
済 殿

日
物 品 出 納 員

㊞
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様
式
第
十
号
中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」

単
位

数
量

数
量

単
位

、

、

，
、

に
改
め
る
。

「

」

「

」

、「

」

「

」

様
式
第
十
一
号
中

を

に

を

単
位

数
量

数
量

単
位

に

「

」
を
「

」
に
、

、
備

考
摘

要

「

゜

上
記
物
品
を

へ
直
接
引
き
渡
さ
れ
た
い

年
月

日岡
山
県
警
察
本
部
長

を

物
品
供
用
員

殿

」

「

゜

上
記
物
品
を

へ
直
接
引
き
渡
さ
れ
た
い

年
月

日

物
品
供
用
員

殿

岡
山
県
警
察
本
部
長

」

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

，
、

「

」

「

」

、「

」

「

」

様
式
第
十
二
号
中

を

に

を

単
位

数
量

数
量

単
位

に

「

」
を
「

」
に
、

、

備
考

摘
要

「

゜

上
記
物
品
を

か
ら
直
接
受
領
さ
れ
た
い

年
月

日

、
に
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岡
山
県
警
察
本
部
長

を

物
品
供
用
員

殿

」

「

゜

上
記
物
品
を

か
ら
直
接
受
領
さ
れ
た
い

年
月

日

物
品
供
用
員

殿

岡
山
県
警
察
本
部
長

」

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

，
、

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
に
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

岡
山
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

岡
山
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年

岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
四
の
項
を
五
の
項
と
し
、
三
の
項
を
四
の
項
と
し
、
二
の
項
を
三
の
項
と
し
、
一
の
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

二

安
全
運
転
管
理
者
等
の
講
習
に

第
十
二
条

安
全
運
転
管
理
者
又
は
副
安
全
運
転
管

関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
岡

理
者
に
対
す
る
講
習
の
受
講
の
申
請

山
県
公
安
委
員
会
規
程
第
三
号
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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〔
二
〕
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日
付
け
（
号
外
）
公
布
岡
山
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
岡
山
県
規
則
第
二
十
七
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

三
十
六
・
二

産
指
導
第
二
班

産
地
指
導
第
二
班
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